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謹 賀 新 年

組合員の皆様におかれましては、日頃より本

事業に対しご理解ご協力を賜り、厚く御礼申し

上げます。 

さて、昨年は本事業の中でも節目の年となる

二つの大きなイベントがございました。 

一つめが、大宮市の時代より長年の懸案とな

っていました、都市計画道路東大宮七里線並び

に堀崎深作線、各一部区間の昨年４月の供用開

始です。これにより、東大宮駅方面と国道１６

号方面が、都市計画道路によって結ばれること

となり、島町・深作・春野・春岡・東大宮など

地域交通網の充実が、大いに期待されます。 

もう一つが、生活提案型ショッピングセンタ

ー「ハレノテラス」が、昨年４月１２日に開業

したことです。 

こちらは、スーパーマーケット「ヨークマー

ト」を中心に地域に密着したテナント構成で、

組合員の皆様を始めとする、地域住民の生活の

一助になることを期待しています。 

 
一方、これまでの事業計画においては、来る

平成３０年度に事業の完成を予定し、その目標

達成に向けた取り組みを進めてまいりました。 

しかし、さいたま市内に限らず全国的な状況

であるとは聞き及んでいますが、近年では国へ

補助金を申請しても、要望額の５割程度しか補

助金が来ないといった状況にあります。 

そのため、これまでの事業進捗率が平成２８

年度末事業費ベースで、約６０％という進捗率

となっており、当組合では、事業の施行期間を

５年間延長することを決断いたしました。 

そのことについては、第３回事業計画変更と

して、去る１２月２３日に開催した総代会にお

いて、承認をいただいたところです。 

今後は１月中旬を目処に、認可権者である、

さいたま市に対し変更申請書を提出し、市担当

各課によって、土地区画整理法に規定する縦覧

等の手続きを進め、３月頃に変更の認可を得る

ことを目標としています。 

事業の早期完成を望む組合員の皆様には、今

しばらくご不便をおかけすることとなり、誠に

恐縮ではございますが、役員一同より一層の事

業の推進に務めて参ります。 

引き続きご理解ご協力を賜りますよう、お願

い申し上げますとともに、皆様方のご健勝とご

多幸をお祈りし、新年のご挨拶とさせていただ

きます。 

なお、新年は１月９日から平常業務の開始と

させていただきます。 
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工事を進めています 

本年度は「平成２９年度区１２－２号線外道

路及び雨水管築造工事」を発注し、株式会社杉

本土建工業と契約しました。 

 

また、昨年度の国庫補助金（補正予算）によ

って「平成２８年度区６－１５号線外道路築造

工事」を、株式会社栄建実業と契約しました。 

 

なお、本年度も国庫補助金に補正予算がつき

ましたので、近いうちに追加工事を発注する予

定となっています。 

工事について、何かお気付きの点がございま

したら、組合事務所までご連絡ください。 

平成２９年の主な活動及び平成３０年の予定 

【昨年の活動】平成２９年 

１月：まちづくりだより第１４号発行 

３月：第１５回総代会（Ｈ２９年度予算等） 

７月：第１６回総代会（Ｈ２８年度決算等） 

９月：道路築造工事の契約 

１２月：第１７回総代会（事業計画変更） 

 

【今後の予定】平成３０年 

２月：道路築造工事の発注（補正分） 

事業計画変更の縦覧（支援課にて実施） 

３月：第１８回総代会（Ｈ３０年度予算等） 

第３回事業計画変更の認可 

７月：第１９回総代会（Ｈ２９年度決算等） 

８月：道路築造工事の発注 

事業計画を変更します 

本事業は、平成２２年２月１５日付けで組合

設立の認可を得て、鋭意事業の推進を図ってま

いりましたが、主に近年の予算要望に対する国

庫補助金の充当率の低下を原因とした、各年度

の事業量の不足によって、事業計画の見直しが

避けられない状況となりました。 

よって、施行期間のみならず本事業の様々な

点について精査し、国土交通省関東地方整備局

やさいたま市担当各課などと協議を重ね、下記

について事業計画を変更するものとしました。 

１ 事業施行期間の変更 

事業施行期間を５年間延長し、完了の日を平

成３６年３月３１日に変更する。 

２ 都市計画道路の名称の変更 

さいたま都市計画道路の変更に伴い、３・

４・７６大和田深作線（幅員１８ｍ）の名称を、

３・４・１５０堀崎深作線に変更する。 

３ 区画道路の変更 

区画道路の一部において、道路の安全性の向

上及び宅地の有効活用を図ることを熟慮し、再

配置を行う。 

４ 資金計画の変更 

過年度の実績及び事業施行期間の延長に伴

い、資金計画の変更を行う。 

 

［概要］道路築造工 区 12-2 号線 114ｍ、

区 12-1 号線 100ｍ、土工・排水構造物

工・路盤築造工・その他工事各一式、 

雨水管築造工事φ800・82ｍ、φ1000・

52ｍ 

［概要］道路築造工 区 6-15 号線 135ｍ、

区 6-19 号線 95ｍ、区 6-23 号線 226

ｍ、区 6-25 号線 61ｍ、区 6-26 号線

60ｍ、区 6-33 号線 85ｍ 

土工・排水構造物工・路盤築造工・その他

工事各一式 

～事務局より～旧年中はいろいろお世話になりありがとうございました。本年もどうぞよろし

くお願い申し上げます。前述の事業計画変更に関する縦覧については、詳細が決まり次第、さ

いたま市担当課によって公告やウェブサイト等にて周知される予定となっています。 


